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１．中小 M&A推進計画策定の趣旨と中小 M&Aの意義 

 

（１）中小 M&A 推進計画策定の趣旨                           

 中小・小規模事業者（個人事業主を含む。以下「中小企業」という。）において、

経営者の高齢化に伴って後継者不在の問題が経営上の課題として強く認識されてい

るところ、事業承継の一つの手段として、M&Aによって第三者による事業承継も円

滑に行うため、例えば 2017年 7月に「事業承継 5ヶ年計画」を、2019年 12月に

「第三者承継支援総合パッケージ」を策定するなど、政府は徐々に取組を進めてき

た。 

 その後、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）が発生し、2020年

からその影響が拡大する中で、廃業件数が増加するなど中小企業の経営状況は極め

て厳しい状況にあることに加えて、感染症の影響を前提とした新たな日常に対応す

るための事業再構築の重要性が高まっている。 

 こうした状況も踏まえ、経営者の高齢化や感染症の影響に対応し、中小企業の貴重

な経営資源が散逸することを回避するとともに、事業再構築を含めて生産性の向上

等を図るため、2020年 7月に策定された「成長戦略フォローアップ」では、「中小

企業・小規模事業者の生産性の向上に向け事業統合・再編を促すため、予算・税制

等を含めた総合的な支援策」を示すこととされた。 

 これに従い、中小企業を当事者とする M&A（以下「中小 M&A」という。）を円滑にか

つ安心して実施できる環境を集中的に整備するとともに、今後の取組の見通しを提

供するべく、2020年 11月に「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」を設

置し、検討を行ってきたところ、今回、今後 5年間に実施することが求められる官

民の取組を「中小 M&A推進計画」として取りまとめた。 

 なお、本計画は、中小企業が培ってきた貴重な経営資源を将来につないでいくこと

が目的であり、中小企業の淘汰を目的とするものではないことは当然である。ま

た、M&Aは事業承継を含め経営戦略実現のための手段の一つにすぎず、中小企業に

M&Aを強制しようとするものではない。あくまでも譲渡側・譲受側の双方が希望す

る場合に円滑な M&Aを後押ししようとするものである。 

 

 

（２）中小 M&A の意義                               

 これまで、政府では、主として経営者の高齢化への対応という観点から、事業承継

の一つの手段として M&A（第三者承継）を推進してきた。 

 しかしながら、感染症の影響を含めて、中小企業が直面する様々な課題を踏まえれ

ば、経営者の高齢化への対応のみならず、経営者の年齢にかかわらず、廃業に伴う

経営資源の散逸を回避するとともに、更に生産性向上や創業促進等の観点からも

M&Aを推進することが重要であると考えられる。以下、中小 M&Aを推進する意義に

ついて説明する。 
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＜図表＞中小 M&Aを推進する意義（概観） 

 
 

意義①：経営資源の散逸の回避                          

 我が国においては、中小企業の経営者の高齢化が年々進んでおり、事業承継への関

心が高まっている。こうした中、事業承継の取組が活発化しつつあり、後継者不在

率は改善傾向にあるが、依然としてその水準は高く、引き続き事業承継を推し進め

る必要がある。 

 後継者不在の中小企業は、仮に黒字経営であったとしても廃業等を選択せざるを得

ず、近年、廃業件数は増加傾向にあったところ、2020年は感染症の影響もあって過

去最多の件数となった。しかしながら、廃業事業者のうち黒字廃業の比率は依然と

して約 6割の水準であることを踏まえると、廃業する中小企業の中には貴重な経営

資源を有する事業者も少なくないと考えられる。 

＜図表＞我が国における廃業等の状況 
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 こうした中、事業承継の手段として M&Aを選択する中小企業も増加しつつあるとこ

ろ、更に感染症の影響も踏まえれば、経営者の年齢にかかわらず、M&Aによって経

営資源の散逸を回避することの重要性が高まっていると考えられる。実際、例えば

経営資源のうち従業員については、M&A実施後に多くのケースで譲渡側の従業員の

雇用は維持されているとの調査もある。 

＜図表＞M&A実施後における譲渡側の従業員の雇用継続の状況 

 
 

意義②：生産性向上等の実現                            

 M&Aは、設備投資や研究開発等と並び、中小企業の生産性向上等の重要な手段の一

つであるといえる。具体的には、M&Aによって、譲渡側・譲受側ともに、他者の保

有する経営資源を活用することで、①規模の拡大によるコア事業の強化・拡大、②

垂直統合によるコア事業の強化・拡大、③新規ビジネスへの参入、④成熟・衰退事

業の再編、⑤グループ内再編などを早期に実現する効果が期待される。また、デジ

タルトランスフォーメーション（DX）を含め、従来の経営スタイルからの発展や、

従業員の意識改革等の効果も期待される。 

 実際、M&Aによって経営資源の集約化を行った中小企業は、そうでない企業に比べ

て生産性等の向上を実現しているとの調査もある。 

＜図表＞M&A実施企業と非実施企業の労働生産性、業績の比較 
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 また、感染症の影響により、ウィズコロナ／ポストコロナ社会における「新たな日

常」に対応するため、事業再構築を考えている中小企業も多い一方、年齢が若い経

営者ほど、感染症の影響下において、「新たな販路開拓・取引先拡大」や「新商

品・新サービスを開発」などの新しい取組を行う傾向にあるとの調査もあり、M&A

により「新たな日常への対応」を含め企業の成長・発展を促していくことも期待さ

れる。 

＜図表＞中小企業における事業再構築の意向と経営者年齢別の取組状況 

 
 
意義③：リスクやコストを抑えた創業                        

 後継者不在の中小企業は、M&Aによって廃業等を回避できる可能性もある一方で、

譲受側が見つからないなど M&Aを実施できない場合には廃業等に移行せざるを得な

いが、こうした場合でも経営資源の一部を引き継いでいくことが重要である。 

 一方、我が国の開業率は、各国により統計の性質が異なるため単純な比較はできな

いものの、国際的に相当程度低水準である。また、感染症の影響により、創業計画

の見直しや延期を余儀なくされた創業準備者も少なくないと考えられる。 

 こうした中、他者が保有している経営資源を引き継いで行う創業（以下「経営資源

引継ぎ型創業」という。）を促すことは、後継者不在の中小企業にとって経営資源

を引き継ぐことができ、かつ、創業希望者にとっても創業時におけるリスクやコス

トを抑える上で有用なケースも少なくないと考えられる。実際、経営資源引継ぎ型

創業を希望する者は少なくない。 

＜図表＞起業準備者にとっての経営資源引継ぎ型創業 
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２．中小 M&Aの実施状況とこれまでの取組 

 

（１）中小 M&A の実施状況                             

 中小企業が M&Aに対して抱くイメージは改善傾向にある。また、近い将来に M&Aに

関わる可能性があると考えている中小企業も多い。このように、中小企業にとって

M&Aは身近なものになりつつあると考えられる。 

＜図表＞中小企業における M&Aの捉え方 

 
 

 実際、中小 M&Aの実施件数は右肩上がりで増加しており、足下では年間 3～4千件

程度実施されていると考えられている。また、感染症の影響下においても高水準を

維持している。 

＜図表＞中小 M&Aの実施件数の推移 
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 中小 M&Aの譲渡側・譲受側については、譲受側が大企業のケースを含めて、一部の

比較的大きな企業の中だけで行われているとの印象も根強いが、実際には、譲渡側

の規模は小規模事業者を含めて大小幅広く、また、譲受側も中小企業であるケース

が多くなっている。 

＜図表＞中小 M&Aの譲渡側・譲受側の規模 

 
 

 

 

 中小 M&Aの実施地域は、関東・甲信越、特に東京に集中しており、地方への広がり

は途上である。また、特に譲受側については関東・甲信越や近畿といった都市圏が

多く、地方圏の事業者が都市圏の事業者によって支えられる傾向が見られる。 

 

 

 

 

（資本金規模の分布） 
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＜図表＞中小 M&Aの地域別の実施状況 

 
 

 中小 M&Aの実施形態は、事業譲渡と株式譲渡が中心であり、合併等も一部で実施さ

れている。事業譲渡が選択されている理由としては、譲渡側が有する事業の全部又

は一部を譲渡する方法であるため、個別事業・資産ごとに譲渡が可能であり、引き

継ぐリスクの範囲を限定できることなどが考えられる。他方、株式譲渡が選択され

ている理由としては、譲渡側の発行済株式を譲渡する方法であるため、許認可等を

含めて全ての権利義務関係を引き継ぐことが可能であり、簿外債務等を引き継ぐリ

スクはあるものの、比較的簡便に手続を進められることなどが考えられる。 

＜図表＞中小 M&Aの実施形態 

 
 

 M&Aの相手先を見つけたきっかけは、「第三者から相手先を紹介された」が約 4割を

占めており、その内訳としては、「金融機関」や「他社（仕入先・協力会社）」、「専

門仲介機関」からの紹介が多い。一方、「相手先から直接売り込まれた」、「自社が

相手先を見付けた」といった相対での M&Aも多い。 
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＜図表＞中小 M&Aの相手先を見つけたきっかけ 

 
 

 M&Aを実施する中小企業の目的については、譲渡側は、「従業員の雇用の維持」や

「後継者不在」を目的とするものが多い一方、「事業の成長・発展」を目的とする

ものも多い。また、譲受側は、「売上・市場シェアの拡大」や「新事業展開・異業

種への参入」を目的とするものが多い。 

＜図表＞中小 M&Aの譲渡側・譲受側の目的 
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 なお、M&Aに着手するきっかけは、譲渡側の希望をもとにするものが比較的多い

が、5年前と比較すると、「状況に変化はない」が最多であるものの、「譲受け側企

業の希望をもとにする案件が増加している」も少なくなく、状況の変化がうかがえ

る。 

＜図表＞中小 M&Aの着手のきっかけ 

 
 

 

 

 

（２）M&A 支援機関による支援の状況                           

 中小 M&Aを支援する機関（以下「M&A支援機関」という。）として、商工団体（商工

会、商工会議所、中小企業団体中央会等）、金融機関、士業等専門家（公認会計

士、税理士、弁護士、中小企業診断士等）、M&A専門業者（仲介業者、FA（フィナン

シャル・アドバイザー））、M&Aプラットフォーマーが活動している。また、これら

の民間の取組を補完する観点から、各都道府県に設置されている公的機関である事

業承継・引継ぎ支援センター（2021年 3月末以前は事業引継ぎ支援センター）も活

動している。 
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＜図表＞中小 M&Aのフローと主な支援機関 

 
 

 このうち、M&A専門業者や M&Aプラットフォーマーの数は、2000年代から徐々に増

加しており、2020年末時点では 370者存在している。また、地域金融機関において

も事業承継・M&A支援の取組を活発化させつつある。 

＜図表＞M&A専門業者及び M&Aプラットフォーマーの数の推移 

／地域金融機関における事業承継・M&A支援の推移 
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 ただし、こうした M&A支援機関の体制は、大小幅はあるものの、比較的小規模なも

のが中心である。 

＜図表＞M&A支援機関の体制 

 
 

 また、M&A専門業者の活動地域は、「関東」が 71.8％（「東京」は 80.3％）、「近畿」

が 67.6％、「中部」が 66.2％と比較的多い一方、その他の地域は 50％台にとどま

る。特に案件の規模が小さいほど、活動地域が限定的となっている。 
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＜図表＞M&A専門業者の活動地域 

 
 

 M&A支援機関がターゲットにしている譲渡側の規模は、年商ベースでは、FAは「1

～3億円」以上が中心、仲介業者は「1～3億円」「3～5億円」前後を中心に小規模

も含めて比較的幅広く分布。また、地域金融機関は、「5,000万円～1億円」から

「3～5億円」前後を中心に小規模も含めて比較的幅広く分布。一方、事業承継・引

継ぎ支援センターは「5,000万円～1億円」以下の小規模・超小規模案件に対応し

ており、民業を補完している様子がうかがえる。 

＜図表＞M&A支援機関がターゲットにしている譲渡側の規模（年商ベース） 

 
 

 

（３）政府による支援の状況                         

 中小 M&Aに関しては、「引継ぎの準備」から、「M&Aの円滑化」、「M&A実施後の経営

統合」まで切れ目なく支援措置が講じられてきたところ、更に本検討会での議論も

速やかに反映する形で、令和 3年度税制改正、令和 2年度第三次補正予算、令和 3

年度当初予算において、支援措置が拡充された。 
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＜図表＞中小 M&Aを推進するための主な支援措置 

 
 

 具体的には、令和 3年度税制改正において、「経営資源の集約化に資する税制」が

創設されることとなった。本税制は、経営資源の集約化によって生産性向上等を目

指す計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づく M&Aを実施した場合に、①設備

投資減税、②雇用確保を促す税制、③M&A後のリスクに備える準備金の積立を認め

るものである。 

＜図表＞経営資源の集約化に資する税制の概要 
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 また、令和 2年度三次補正予算及び令和 3年度当初予算において、事業承継補助金

と経営資源引継ぎ補助金を統合して「事業承継・引継ぎ補助金」とした上で、これ

までの申請案件等を踏まえて補助上限額を引き上げたほか、事業承継・引継ぎへの

支援を安定的に行うため、初めて当初予算も措置した。 

 さらに、令和 2年度三次補正予算において、ウィズコロナ／ポストコロナ社会に

対応するため、新分野展開や業態転換、事業・業態転換等の取組、事業再編又はこ

れらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等に対して手厚い補助を行う事

業再構築補助金を措置した。 

＜図表＞「事業承継・引継ぎ補助金」と「事業再構築補助金」の概要 

 
 

 加えて、令和 3年度当初予算において、2021年 4月に事業承継ネットワークと事業

引継ぎ支援センターが統合して事業承継・引継ぎ支援センターに改組されることを

踏まえ、事業承継ネットワークに係る予算を初めて当初予算で措置した。これによ

って、安定した支援体制の確保、継続的な支援を実現する。また、足下で廃業が過

去最多ペースで増加していることを踏まえ、地域の貴重な経営資源を守る観点等か

ら中小企業の M&Aを推進するため、令和 2年度三次補正予算において事業引継ぎ支

援センターの体制整備に必要な予算も措置した。 

＜図表＞「事業承継・引継ぎ支援センター」の概要 
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３．今後の中小 M&A 支援策の方向性 

 

（１）中小 M&A の類型と検討の視点                         

 経営者の高齢化に伴う後継者不在問題等を背景に、中小企業自身の積極的な取組に

加えて、官民による支援の効果もあり、中小 M&Aは足下では年間 3～4千件程度実

施されるまでに急拡大している。しかしながら、潜在的に中小 M&Aの対象となり得

る事業者数は約 60万者との試算もあり、これを踏まえれば、中小 M&Aはまだまだ

拡大途上にあると考えられ、希望する中小企業が円滑に M&Aを実施できるよう、よ

り精緻に課題を把握し、きめ細かに対応していくことが必要である。 

＜図表＞中小 M&Aの潜在的な対象事業者数 

 

 

 この点、これまで政府は、主に事業承継を目的とする譲渡側への支援を念頭に、中

小 M&Aを一緒くたに取り扱って支援措置を講じてきた。 

 しかしながら、既述のとおり、最近では成長を目的とする譲受側を起点とする M&A

も増加傾向にあることに加えて、そもそも M&Aは譲渡側と譲受側との合意によって

進められるものであることから、譲受側の課題にも対応することが必要である。ま

た、M&A支援機関が提供している支援については、案件規模によって内容や地域等

に差があることから、中小 M&Aを一緒くたに取り扱うのではなく、案件規模に応じ

て課題を把握し、対応することが必要である。 

 さらに、中小 M&Aの実績が積み上がる中で、制度的な課題も徐々に明らかになりつ

つあり、中小 M&Aを推進するためには、予算や税制措置といった支援措置だけでな

く、併せて制度的な課題にも対応していくことが必要である。 

 これらを踏まえ、本検討会では、以下の区分で対応を検討した。 

① 小規模・超小規模 M&Aの円滑化 

② 大規模・中規模 M&Aの円滑化 

③ 中小 M&Aに関する基盤の構築 
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＜図表＞中小 M&Aの類型と検討の視点 

 
 

 また、感染症の影響に伴う、廃業の増加や、今後の倒産の増加懸念に対応するた

め、事業再生・転廃業支援についても、M&Aに関連して実施すべき取組を検討し

た。 

 

 

（２）小規模・超小規模 M&Aの円滑化                        

 小規模・超小規模 M&Aは、売上高規模で該当する企業が中小企業の大半を占める。

また、経営者の高齢化や後継者の不在等の問題を抱えている中小企業が多く、事業

承継の手段として、M&Aを推進することが喫緊の課題である。 

 一方、規模が小さいが故に特に譲渡側は負担できるコストが限られているにもかか

わらず、M&Aに係るコストは規模に比例して小さくなるわけではないため、自律的

対応は容易ではない。実際、現在、M&A支援機関がフルサービスで対応できる案件

のおおよその下限は、売上高 1億円程度と言われている。 

 ただし、地域金融機関においては、売上高 1億円以下の案件もターゲットに支援が

行われている。また、一部の M&A支援機関では、支援の型の標準化、バリュエーシ

ョン（企業価値評価）やデューディリジェンス等の簡素化、更には Webを通じたマ

ッチングプラットフォームサービスの提供等によって、案件対応の迅速化や低コス

ト化が図られ、より小規模な案件も含めて支援されつつある。 
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 こうした状況を踏まえると、小規模・超小規模 M&Aについては、支援を必要とする

潜在的な対象事業者（譲渡側）の数が多く、対応し切れていないことが課題として

考えられる。具体的には、公的な支援機関である事業承継・引継ぎ支援センターを

中心に、商工団体や地域金融機関、士業等専門家を含む M&A支援機関が連携して取

組を進めることで膨大な数の案件に対応することが重要であるが、官民で対応不足

が指摘されている（⇒課題①－ⅰ：事業承継・引継ぎ支援センターと M&A支援機関

の対応不足）。 

 また、小規模・超小規模 M&Aについては、中小企業の売上高の分布等を踏まえると

潜在的な譲渡側の大半を占めるため、中小 M&Aは譲渡側市場と言われる一般的なイ

メージと異なり、譲受側となる者が不足していると考えられ、その掘り起こしが重

要である（⇒課題①－ⅱ：潜在的な譲受側（創業希望者等）の掘り起こし不足）。 

 加えて、小規模・超小規模 M&Aにおいて、当事者である中小企業がかけられるコス

トに限りがあったとしても、中小 M&Aを推進する上では少なくとも安心できる取引

を確保することが必要であり、可能な限り中小 M&Aに関するリスクを特定し、回避

する取組を進めることが重要であるが、特に小規模・超小規模 M&Aについては、そ

のような取組を進められる環境が十分に整っていない（⇒課題②：安心できる取引

を確保するための取組の不足）。 

 

課題①－ⅰ：事業承継・引継ぎ支援センターと M&A支援機関の対応不足 

 特に小規模・超小規模 M&Aについては、事業承継・引継ぎ支援センターが民業を補

完する形で対応しているが、その取組についての認知度は必ずしも高くなく、マッ

チングが成約していない案件も積み上がっているなど、改善の余地がある。 

 一方、M&A支援機関のうち商工団体は、地域の中小企業における身近な相談窓口で

あり、かつ、中小企業に向けられた公的な支援制度の詳細を熟知した支援機関とし

て、地方における M&A支援の窓口等の役割も含めて、幅広く中小 M&Aの支援に向け

た活動を行ってきている。また、地域金融機関は、貸付先である中小企業の詳細な

財務情報等を保有しており、中小企業にとって経営相談等も行う身近な支援機関で

あり、これまでも地方の比較的小規模の案件も含めて中小 M&Aへの支援を行ってい

る。さらに、M&A専門業者や M&Aプラットフォーマー等においても、採算性の観点

から地方に支部や体制を配置することは困難である場合もあるなど、地方への広が

りは途上であるものの、比較的コストをかけずに M&Aを実施できるサービスも提供

されつつある。 

 こうした状況においては、各都道府県で活動を行う公的機関であり、地方も含めて

中小企業にとって相談しやすいと考えられる、事業承継・引継ぎ支援センターと、

支援体制や地方への広がり等に課題はありつつも、専門性等が豊富な M&A支援機関

とが連携して対応することが望ましいと考えられる。 
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 この点、諸外国においては、官民の連携プラットフォームとして、例えばフランス

においては bourse nationale de la transmissionが、ドイツにおいては nexxt-

changeが構築されており、中小 M&Aの支援に当たっている。 

＜図表＞諸外国における官民の連携プラットフォームの例 

 
 

 こうした取組も参考にしつつ、事業承継・引継ぎ支援センターは各域内外の M&A支

援機関との連携を拡充しつつあるが、地域金融機関や士業等専門家等の M&A支援機

関の一部からは、事業承継・引継ぎ支援センターについて、具体的な支援内容や業

務プロセスが分かりにくい等の指摘もある。 

 さらに、事業承継・引継ぎ支援センターのデータベースの内容や運用ルール等につ

いて官民の乖離が指摘されるなど、更なる連携の強化への対応を求める意見があ

る。また、事業承継・引継ぎ支援センターに対して、案件の掘り起こしの拡充、相

談機能の強化、県外との広域のマッチング強化等を求める意見もある。 

 

＜対応の方向性＞ 

取組①：事業承継・引継ぎ支援センターと M&A支援機関の連携強化（センター間の連携

強化を含む） 

 商工団体や地域金融機関、士業等専門家をはじめとする M&A支援機関と事業承継・

引継ぎ支援センターの連携を強化するため、これまで事業承継・引継ぎ支援センタ

ーをあまり活用したことのない M&A支援機関とのコミュニケーションの活性化も念

頭に、各事業承継・引継ぎ支援センターにおいて研修会等を積極的に開催する。 

 商工団体や地域金融機関、士業等専門家をはじめとする M&A支援機関から事業承

継・引継ぎ支援センターに紹介された案件について、紹介後も必要に応じて両機関

が連携して支援を行えるよう、2021年度中に、紹介元の M&A支援機関に対する紹介

後の案件の進捗状況等に関する適切な情報共有のあり方等について検討を行い、必

要に応じて事業承継・引継ぎ支援センターの業務フロー等を見直す。 
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 2021年度中に、事業承継・引継ぎ支援センターの登録民間支援機関及びマッチング

コーディネーターの登録状況や支援実績等を踏まえ、更新制の導入を含め、公平性

の観点から登録に係る基準等を見直す。なお、対面ではなく、Web上での支援を行

う M&Aプラットフォーマーについても、仲介支援等を行う場合には、登録民間支援

機関に含まれ得る。 

 現在、事業承継・引継ぎ支援センターは M&Aプラットフォーマー一者との連携に取

り組んでいるところ、2021年度早期に連携が決定している他の二者との連携を開始

する。引き続き、事業承継・引継ぎ支援センターとの連携を希望する M&Aプラット

フォーマーの掘り起こしを行い、M&Aプラットフォーマーの活動状況や諸外国の連

携基準等も参考にしつつ、連携基準の見直しも必要に応じて検討する。 

 M&Aプラットフォーマーのデータベースとの連携強化も念頭に、マッチングの成約

率向上の観点から、事業承継・引継ぎ支援センターのデータベースを 2021年度か

ら 3年程度をかけて段階的に改修する。なお、データベース改修前においても、当

面の措置として、データベースの備考欄の記載情報を充実させたり、全国の事業承

継・引継ぎ支援センターの相談情報をデータベース化した中小企業基盤整備機構が

運営するノンネームデータベース（NNDB）の業種区分を細分化したりするなど、可

能な範囲で改善に取り組む。併せて、データベースの改修状況等に応じて、M&Aプ

ラットフォーマーの取組等も参考にしつつ、事業承継・引継ぎ支援センターの職員

向けに、データベースに登録する情報の内容等に関するマニュアルの整備等を行

う。 

 事業承継・引継ぎ支援センターの業務について、感染症への対応も念頭に、デジタ

ルによる支援を可能とする運用に改めるほか、手続の合理化を検討する。具体的に

は、まずは 2021年度早期に、従来面談を必須としていた一次対応（窓口相談）を

電話・Webでも可とする運用に改めるほか、原則として相談事業者からメールアド

レスの提供を受けることとするなどの取組を進める。 

 また、2021年度中に、早期のマッチング成約を実現する観点から、事業承継・引継

ぎ支援センターの一次対応から三次対応のそれぞれについて標準対応期間を設定す

るほか、広域連携も推進する観点から、事業承継・引継ぎ支援センター間のマッチ

ングの成約実績の評価に際して、譲渡側センター0.5件、譲受側センター0.5件の

カウントから、譲渡側センター1件、譲受側センター1件に改める。 

 

取組②：事業承継・引継ぎ支援センター職員の人員強化、業務標準化 

 2021年度及び 2022年度において、優秀な M&A支援人材や経営者 OB人材を全国的に

公募し、地方の事業承継・引継ぎ支援センターへの配置等を行う取組を試行する。

その上で、本取組の有効性を検証し、2023年度において必要に応じて全国展開を行

う。 
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 また、2021年度及び 2022年度において、事業承継・引継ぎ支援センターにおける

支援や職員の人材育成の取組等を分析し、中小 M&A支援に係る専門技術的なスキル

だけでなく、ヒューマンスキルや ITスキル等も含め、必要な人材育成カリキュラ

ムを検討する。その上で、2023年度から、全国の事業承継・引継ぎ支援センターの

職員向けの定期的な人材育成を大幅に強化する。 

 

 併せて、2021年度より、事業承継・引継ぎ支援センターの業務標準化や底上げを行

うため、中小企業基盤整備機構の地域本部に、中小 M&A支援など、事業承継支援の

専門家である「中小企業アドバイザー（事業承継・引継ぎ支援）」を配置し、管内

の事業承継・引継ぎ支援センターに伴走して地域の実情等も踏まえつつ支援を行

う。 

 

 

課題①－ⅱ：潜在的な譲受側（創業希望者等）の掘り起こし不足             

 中小企業の売上高規模の分布等を踏まえると、潜在的な譲渡側の大半は小規模・超

小規模であり、小規模・超小規模案件については、中小 M&Aは譲渡側市場と言われ

る一般的なイメージと異なり、譲受側となる者が不足していると考えられる。 

 一方、創業希望者、シニア人材、兼業・副業希望者など、小規模な事業を含めて新

たに事業を担おうとする多様な主体が出始めており、既述のとおり、新たに事業を

立ち上げる際の手段として、経営資源引継ぎ型創業を希望する者も少なくない。 

 このため、特に小規模・超小規模案件については、譲受側として創業希望者等の掘

り起こしも重要であり、事業承継・引継ぎ支援センターにおいては、後継者不在の

小規模事業者と創業希望者をマッチングする後継者人材バンク事業も実施してい

る。しかしながら、その登録者数・成約件数は右肩上がりで増加しているものの、

件数自体は極めて少なく、取組が不足しているのが現状である。 

＜図表＞後継者人材バンクの登録者数及び成約件数の推移 

 
 

 また、市区町村が中心となって行われている創業支援では、全国 1,741のうち

1,460市区町村が創業支援等事業計画の認定を受けており（人口カバー率 98％）、

2014年度から 2019年度までに約 18万人の創業を実現しているなど大規模に行われ

ているが、中小 M&A施策との連携は行えていないのが現状である。 



 

22 

 

＜対応の方向性＞ 

取組①：創業支援事業等との連携 

 2021年度から、認定連携創業支援等事業者が実施する創業塾や創業セミナーにおい

て、経営資源引継ぎ型創業を含め、中小 M&A支援措置等に関する情報の周知を図る

とともに、経営資源引継ぎ型創業を希望する者に対して、認定連携創業支援等事業

者から事業承継・引継ぎ支援センターの後継者人材バンクへの登録を促すなど、中

小企業庁が地方自治体とも協力して創業支援事業との連携を強化する。 

 2021年度に、一部の事業承継・引継ぎ支援センターにおいて、M&Aプラットフォー

マーとの連携に加えて、オープンネームでのマッチングを含め、人材紹介プラット

フォーマー等との新たな形態での連携を試行する。その上で、本取組の有効性を検

証し、本取組を行う事業承継・引継ぎ支援センターを徐々に拡大する。 

 

取組②：事業承継・引継ぎ補助金における新たな対象類型の創設（経営資源引継ぎ型創業） 

 2021年度に、事業承継・引継ぎ補助金において、経営資源引継ぎ型創業を促進する

ため、新たな類型である「創業支援型」を創設し、今後も本類型を支援する。 

 

 

課題②：安心できる取引を確保するための取組の不足                

 中小 M&Aを推進するためには、安心できる取引を確保することが必要であり、規模

の小ささ故にかけられるコストに限りがある中でも、可能な限り中小 M&Aに関する

リスクを特定し、回避できるよう、官民が適切な役割分担の上で環境整備を行って

いくことが重要であると考えられる。 

 このため、例えば、譲渡側における各種のリスク等を精査するために行うデューデ

ィリジェンスに係る専門家活用費用について事業承継・引継ぎ補助金によって支援

を行っているほか、令和 3年度税制改正において M&Aに伴い生じ得るリスクに備え

る準備金の積立て等を措置する経営資源の集約化に資する税制を措置することとな

ったところである。 

 また、M&Aの専門的な知識に乏しい中小企業が、弁護士等の専門家のサポートを受

けられるよう、事業承継・引継ぎ支援センターは主にスポットの個別対応を行う外

部専門家と連携体制を構築している。ただし、M&Aに対応できる弁護士等の士業等

専門家を十分に確保できない地域もあるのではないかという課題も指摘されてい

る。 

 さらに、M&Aにおいては、売り手側が買い手側に対して対象企業の財務や法務等に

関する開示事項に虚偽がないことを表明、保証し、売り手側が当該保証に違反した

場合には、買い手側が被る損害に対して金銭的な補償を行う義務を負う、いわゆる

「表明保証」を行うことが一般的であるところ、一部の損害保険会社では、中小

M&Aにおける表明保証違反による損害をカバーする表明保証保険の提供が開始され

たところであり、今後の普及が期待される。 

 



 

23 

 

＜図表＞小規模・超小規模 M&A向けの表明保証保険の例 

 
 

＜対応の方向性＞ 

取組①：事業承継・引継ぎ支援センターによる士業等専門家の活用支援 

 事業承継・引継ぎ支援センターにおいて、外部専門家による税務面・法務面に関す

る相談対応や企業概要書の作成支援など、士業等専門家による中小 M&Aの個別案件

へのスポット支援を行っているところ、今後も中小 M&Aの実務の状況等を把握しつ

つ、中小企業にとっての利便性の向上を図るべく、継続して支援を行う。 

 地方の小規模・超小規模 M&Aについても弁護士による必要な支援を充実させるた

め、2021年度中に、事業承継・引継ぎ支援センターと弁護士会の連携強化に向け

て、地域の実情に応じて弁護士の紹介やお互いの人材育成等を行う組織的な取組を

開始する。その上で、継続的に当該取組の内容・効果の確認・検証等を行いつつ、

2025年度までを目途に、当該取組を希望する地域で段階的に導入を進め、全国規模

での当該連携強化を目指す。 

 

取組②：事業承継・引継ぎ補助金による支援（士業等専門家活用費用補助等） 

 事業承継・引継ぎ補助金において、デューディリジェンス費用や企業価値算定費用

など、士業等専門家の活用に係る費用を補助しているところ、今後も中小 M&Aの実

務の状況等を把握しつつ、中小企業にとっての利便性の向上を図るべく、継続して

支援を行う。 

 なお、地域金融機関において経営支援事業を立ち上げ、更に事業内容を拡充しよう

とする取組が広がりつつあるところ、本補助金の補助対象となる経費には、地域金

融機関による中小 M&A支援に係るアドバイス費用等も含まれ得ることから、本補助

金も一つのテコとして、地域金融機関に対して中小 M&A支援のより一層の積極化を

促す。 
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取組③：表明保証保険の推進によるリスクの低減 

 中小 M&Aの市場が未だ黎明期である中、着実に中小 M&Aを推進していく一環とし

て、中小 M&Aのリスク低減に向けて、中小企業による表明保証保険の活用を広く促

すことが必要であることから、2021年度から表明保証保険の市場が活性化するまで

に必要な間の特例措置として、事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）の補助対

象経費に表明保証保険の保険料を含める。 

 表明保証保険に関しては、損害保険会社に対して匿名性を確保した上で事故等の情

報提供を求めることとし、国として、中小 M&Aの実態をより正確に把握すること

で、必要に応じて、より安心な取引の確保に向けた検討を行う。 

 なお、表明保証保険の推進は、大規模・中規模 M&Aにおいても重要である。 

 

 

（３）大規模・中規模 M&Aの円滑化                         

 大規模・中規模 M&Aでも、小規模・超小規模 M&Aと同様に、譲渡側を起点とする

M&Aが比較的多く、後継者不在問題等に起因する事業承継型 M&Aが多い。一方、特

に大規模・中規模 M&Aについては、最近の傾向として譲受側を起点とする M&Aも増

加しており、「売上・市場シェアの拡大」、「新事業展開・異業種への参入」、「人材

の獲得」などを目的とする成長志向型 M&Aの重要性も高まってきていると考えられ

る。 

 また、大規模・中規模 M&Aについては、全国的に多様な M&A支援機関が存在してお

り、更に特に大規模なものについては、プライベート・エクイティ・ファンド（以

下「PEファンド」という。）による支援も行われている。 

 こうした状況を踏まえると、大規模・中規模 M&Aについては、民間の自律的な活動

を基本としつつ、譲受側も含めて中小企業が民間の M&A支援機関によるサポートを

うまく活用できる環境を整備することが重要であると考えられる。 

 具体的には、規模の大きさ故に M&Aプロセスも複雑になるため、中小企業の譲渡

側・譲受側双方において M&Aに関する経験・人材が必要となるが、これらが不足し

ているのが現状であり、自社内で M&A人材を育成することも通常困難であるという

問題がある（⇒課題①：中小企業における M&Aに関する経験・人材の不足）。 

 加えて、企業にとって M&Aは経営戦略を実現するための手段の一つに過ぎず、実際

に事業の成長につなげることこそが最も重要なことであるが、中小 M&Aにおいて

は、バリュエーションやマッチングからクロージングまでのプロセスに専ら着目さ

れることが多く、M&A 前後の取組の重要性に関する認識や取組が不足しているとい

う問題もある。（⇒課題②－ⅰ：M&A 前後の取組の不足）。 

 また、事業承継等の手段の一つとして PEファンドへの関心が高まっており、M&A前

後の取組への支援も期待されるところであるが、諸外国と比較すると市場規模はま

だ圧倒的に小さく、希望する中小企業が PEファンドから投資を受けられる環境に

ないという問題も指摘されている（⇒課題②－ⅱ：中小企業向けファンドのすそ野

の狭さ）。 
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課題①：中小企業における M&A に関する経験・人材の不足              

 M&Aの経験が多い事業者ほど、M&Aによって期待した成果を得られている傾向にあ

る。もっとも、中小企業は複数の基幹事業を有することが少なく譲渡側として何度

も M&Aを経験することは通常ないこと、中小企業は資金余力に限界があり譲受側と

して何度も M&Aを経験できる例は多くないこと等の理由から、M&Aを数多く実施し

た経験のある中小企業は少ない。 

＜図表＞中小企業における M&Aの実施経験とその成果 

 
 

 こうした事情から、中小企業は自社内で M&A人材を育成することも通常困難であ

り、外部からの支援によって M&Aへの対応力を補完せざるを得ない。特に大規模・

中規模 M&Aの当事者である中小企業の場合には、外部の M&A支援機関からの支援に

ある程度のコストをかけることも許容されることが多く、また、規模の大きさ故に

M&Aプロセスも複雑になるため、M&A支援機関からの支援がより一層求められる。 

 その際、中小企業は M&Aに関する知見が乏しい中で、M&A支援機関による支援の妥

当性をどう判断できる状況にするかが重要である。特に、バリュエーションやリス

ク評価をはじめとして、関係者間で利害が対立し、かつ一般的な相場観を形成する

ことが困難なプロセスにおいて重要となる。 

 

＜対応の方向性＞ 

取組①：簡易な企業価値評価ツールの提供 

 中小企業が M&A の実施に当たっておおよその参考にできる自社の企業価値を簡易に

評価できるツールを提供するため、2021 年度において、一部の事業承継・引継ぎ支

援センターでの試行的な活用等を通じて、中小企業に必要な機能等を明らかにする。

その上で、遅くとも 2023年度中を目途に、事業承継・引継ぎ支援センターの業務に

応じたツールの活用等を本格的に開始する。 

 なお、こうしたツールの活用等は、小規模・超小規模 M&Aにおいても有用であり、小

規模・超小規模 M&Aにおいても必要な支援を行っていく。 
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取組②：事業承継・引継ぎ補助金等による支援（デューディリジェンス、セカンドオピニ

オンの推進等） 

 事業承継・引継ぎ補助金において、デューディリジェンス等に係る士業等専門家の活

用費用を補助しているところ、2021 年度からは更に他の M&A 支援機関から意見を求

めるセカンドオピニオンも補助対象とすることを明示し、今後も中小 M&A の実務の

状況等を把握しつつ、中小企業にとっての利便性の向上を図るべく、継続して支援を

行う。 

 

 また、デューディリジェンスを推進するため、中小企業等経営強化法において、経営

力向上計画に基づき M&A による経営資源集約化を実施する際に行うデューディリジ

ェンスについて、中小企業信用保険法の特例の対象として、必要な資金に係る債務保

証を措置する改正法案を第 204回国会に提出した。 

 

 

課題②－ⅰ：M&A前後の取組の不足                           

 中小 M&Aにおいては、バリュエーションやマッチングからクロージングまでのプロ

セスに専ら着目されることが多いが、企業にとって M&Aは経営戦略を実現するため

の手段の一つに過ぎず、実際に事業の成長につなげることこそが最も重要なことで

ある。そのため、M&A実施前における経営状況や経営課題等の現状把握（見える

化）、経営改善等（磨き上げ）、M&A実施後の経営統合（PMI：Post Merger 

Integration）が重要な課題である。 

 M&Aの経験が比較的積み上がっている上場企業においても、これらが課題として指

摘されることが多く、特に大規模・中規模の中小 M&Aにおいても今後課題が顕在化

する可能性がある。 

＜図表＞M&Aプロセスにおいてやり直したい取組 
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 しかしながら、M&A前後の取組については、譲受側である中小企業において重要性

に関する認識が不足しており、見える化、磨き上げ、PMIのための独自の予算等の

リソースが確保されていることは少ない。また、PMIにおいて支援すべき内容につ

いて M&A支援機関側での共通認識は形成されておらず、PMIを支援する事業者もま

だ極めて少ない。 

 

＜対応の方向性＞ 

取組①：よろず支援拠点における経営戦略策定の支援 

 各都道府県に設置されているワンストップ総合窓口である「よろず支援拠点」にお

いて、感染症による影響も踏まえ、ウィズコロナ／ポストコロナ社会に対応した経

営戦略の策定など、中小企業が抱える様々な経営課題に引き続き対応する。特に、

M&A等により経営基盤を強化し、中堅企業への成長を促すため、意欲のある中小企

業に対する積極的な支援をすべく、例えば PMIも含めて M&Aの段階に応じて専門機

関への橋渡しを行うなど、官民双方の支援機関との連携をより一層促進していく。 

 

取組②：中小 M&Aにおける PMI への段階的な支援の充実（中小 M&Aにおける PMIに関す

る指針の策定等） 

 2021年度中に、中小 M&Aにおいて望まれる PMIのあり方及び PMIの進め方を示すべ

く、中小 M&Aにおける PMIに関する指針を策定する。その際、中小 M&Aにおいては

譲受側も中小企業であることが多く、必ずしも潤沢な予算や人材等のリソースを投

入できないこと等を踏まえ、中小 M&Aにおいて実務上対応可能な内容とすることを

意識するものとする。 

 M&A支援機関は、中小 M&Aにおける PMIに関する指針の内容も参考にしつつ、中小

M&Aにおける PMI支援サービスの提供を検討し、2025年度までに一定程度の支援が

提供されることを目指す。政府は、M&A支援機関の取組を後押しするべく、M&A支

援機関における PMI支援サービスの提供状況等を踏まえつつ、必要な予算措置等の

支援策を検討する。 

 なお、PMI支援は、小規模・超小規模 M&Aにおいても重要であり、小規模・超小規模

M&Aにおいても必要な支援を行っていく。 

 

取組③：経営資源集約化に資する税制や事業承継・引継ぎ補助金による支援（M&A 後の設

備投資・販路開拓の支援等） 

 令和 3年度税制改正において経営資源集約化に資する税制を措置し、本税制措置の

一つとして、設備投資額の 10％の税額控除（※資本金 3,000万円超の中小企業者等

の場合は 7％）、又は全額即時償却を認めることとしたところであり、本税制措置の

活用を促すべく、周知広報等を行う。 

 事業承継・引継ぎ補助金において、M&Aを含む事業承継後の設備投資や販路開拓等

の新たな取組に係る費用を補助しているところ、今後も中小 M&Aの実務の状況等を

把握しつつ、中小企業にとっての利便性の向上を図るべく、継続して支援を行う。 
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 また、事業再構築補助金により、事業再編を行い、新たな事業形態のもとに、ウィ

ズコロナ／ポストコロナ社会に対応するための新分野展開や業態転換、事業・業種

転換等の取組を行う中小企業等を手厚く支援する。 

 なお、これらの取組は、小規模・超小規模 M&Aにおいても重要であり、小規模・超小

規模 M&Aにおいても必要な支援を行っていく。 

 

 

課題②－ⅱ：中小企業向けファンドのすそ野の狭さ                    

 一般的に、PEファンドは、複数の投資家から集めた資金を用いて企業への投資を行

い、投資先への各分野の専門家によるハンズオン支援（例．ガバナンス強化、収益

向上等）等を通じて投資先となる中小企業の付加価値を高めることで、3～5年程度

経過した後、当該投資先の経営陣や他の事業会社への売却、IPO等を通じて投資回

収を図ろうとするものである。 

 自前の経営資源による独力での成長に限界を感じている中小企業にとっては、PEフ

ァンドによる投資を受けることで、ハンズオン支援等を通じて成長の壁を打ち破る

ことができる可能性がある。 

※ PE ファンドには様々なものが存在するが、本計画では以下を念頭に検討を実施。 

・ バイアウトファンド：成長・成熟期にあり、十分なキャッシュフローを生み

出している企業に対し投資する PEファンド。 

・ 事業承継ファンド：事業承継を目的とする企業に対し投資する PEファンド。

バイアウト的なものから、事業再生ファンド的なものまで幅広い。 

・ グロースキャピタル：成長期にあり、事業成長を目的とする企業に対して投

資する PEファンド。 

＜図表＞PEファンドによるハンズオン支援の取組例 
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 しかしながら、PE ファンドによる支援の実態についての理解が進んでいないこと

もあり、PE ファンドへの抵抗感が中小企業に根強い。また、そもそも、経営の自

由度、潜在的な成長性、成長に必要な期間等について、中小企業とファンド（投資

家）の間のギャップを埋められず、実際の投資まで至らないことも多い。 

 

＜対応の方向性＞ 

取組①：中小企業向けファンドによる支援の取組に関する周知広報 

 中小企業が必要に応じてファンドに支援を求められるよう、ファンドによる支援の

内容等について中小企業の理解を促すため、2021年度中に官民が一体となってファ

ンドによる中小 M&A支援の内容や具体的な事例を分かりやすく整理し、中小企業向

けに継続して広報を行う。 

 

取組②：中小企業経営力強化支援ファンド出資事業を通じた中小企業向けファンドのすそ

野の拡大 

 中小企業基盤整備機構が行う中小企業経営力強化支援ファンド出資事業において、

後継者不在の中小企業等を譲り受けて自ら経営者として企業の再成長を実現させよ

うとする経営者候補（サーチャー）に対して資金等の支援を行うサーチファンドを

含め、中小 M&Aを支援する新たな形態や新たなプレイヤーによるファンドの組成を

重点的に支援する。 

 また、地域金融機関を出資者として、当該地域金融機関と連携して、地域の中小企

業を重点的に支援するファンドや、後継者となる経営者候補によるマネジメント・

バイアウト（MBO）を支援するファンドなど、従来の PEファンドよりも投資リター

ン目線は低いが、幅広い中小企業のニーズに即して中小 M&Aを支援するファンドの

組成を後押しするため、中小企業経営力強化支援ファンド出資事業において、他の

投資家に優先分配を行える仕組みを措置するなどの特例措置の創設について、2021

年度中に検討を行い、結論を得る。 

 

 

（４）中小 M&A に関する基盤の構築                         

 案件の規模の大小にかかわらず、まずは事業承継や事業引継ぎの準備に早期に着手

し、計画的に取組を進めることが重要であるが、事業承継等は他の経営課題より後

回しにされがちであり、後継者不在率は依然として高い【⇒課題①：事業承継等の

準備を後回しにしている中小企業の存在】。 

 また、中小 M&Aにおいては、M&Aの実施プロセスでの障害となる制度的課題が顕在

化しつつある。障害を解消するための実務上の工夫も講じられているが、障害の程

度によっては M&Aの実行の是非についての判断そのものを左右する場合もある【⇒

課題②：中小 M&Aを行う上での制度的課題の存在】。 
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 加えて、中小 M&Aの急拡大に伴い、M&A支援機関の数も増加する中で、M&Aに関す

る知見に乏しい中小企業が適切な支援の是非を判断できず、また、M&A支援機関に

よる支援に伴うトラブルに関する情報を行政が十分に把握する仕組みがないといっ

た問題が指摘され始めている。【⇒課題③：中小企業における M&A 支援機関に対す

る信頼感醸成の必要性】。 

 

課題①：事業承継等の準備を後回しにしている中小企業の存在            

 M&Aを含め事業承継の早期準備を促すためには、日頃から中小企業と接点のある外

部の専門家（商工団体、金融機関、士業等専門家等）が、経営者やその親族を含む

ステークホルダーと地道なコミュニケーションを行うことが重要である。 

 この一つのきっかけとして、地方自治体、商工団体、地域金融機関、士業等専門家

等の協力を得ながら、事業承継ネットワークによる事業承継診断の取組を進めてお

り、足下では年間 15万件超の事業承継診断及び 1万件超の事業承継計画策定支援

を実施している。しかしながら、事業承継の具体的な行動を促すツールとして事業

承継診断が適切に活用されていない場合もあり、改善の余地が指摘されている。 

 具体的には、①事業承継診断票や事業承継計画の内容があまりにも簡素であり、診

断等の結果を事業承継ネットワーク構成機関等が実際に支援に活用する場合に不十

分であること、②事業承継診断等に関する情報が各事業承継ネットワーク構成機関

にしか蓄積されておらず、また、事業承継診断等の実施後における具体的な支援内

容を把握できていないため、事業承継ネットワーク全体として PDCAを必ずしも十

分に回せていないことなどが指摘されている。 

＜図表＞事業承継診断の概要 

 
 

 また、事業承継ネットワークの構成機関のうち半数程度の機関が事業承継診断を行

っておらず、業種別では特に士業団体による診断実施率が 15％と低いなど、実際に

診断を実施している構成機関に偏りが見られる。 
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 加えて、特に地域経済を牽引するような中小企業については、サプライチェーン維

持や地域経済維持の観点からも、地方自治体、取引事業者、業界団体、商工団体、

地域金融機関等が早期に働きかけを行うことも重要であり、大企業と中小企業の共

存共栄の関係構築を図るパートナーシップ構築宣言において M&A等の事業承継支援

が掲げられたり、親事業者が取引先中小企業の後継者候補に経営研修を行ったりす

るなどの取組も一部では行われているところ、更なる広がりが期待されている。 

 

＜対応の方向性＞ 

取組①：事業承継ガイドラインの改訂等 

 中小企業の経営者が事業承継の課題やプロセスを理解することを促すとともに、中

小企業の事業承継支援の標準を確立するため、2016年に策定された事業承継ガイド

ラインについて、2021年度中にその後の状況変化等を反映した改訂版を策定する。 

 また、事業承継を先送りにしている中小企業経営者やその親族等に対し、早期の事

業承継や経営資源引継ぎの取組に着手することを促すため、様々なメディアを活用

した広報や PR施策を集中的に実施する。 

 

取組②：取引事業者、業界団体、商工団体、地域金融機関、士業等専門家等からの事業引

継ぎ等に関する早期かつ継続的な、親族等のステークホルダーを含む対話の推進 

 個々の企業が、M&A等の事業承継支援を含めた企業間連携の推進等を宣言する「パ

ートナーシップ構築宣言」について、更なる普及拡大を図るため、労使代表や業所

管省庁から各業界団体を通じて「宣言」の作成・公表に向けた周知や働きかけを実

施し、2021年度中に 2,000社の宣言を目指す。 

 取引事業者、業界団体、商工団体、地域金融機関、士業等専門家等や、親族等のステ

ークホルダーに対して、事業引継ぎに関する早期かつ継続的な対話を促すため、2021

年度から、地域独自の課題やニーズを踏まえた対話促進の普及啓発イベントを実施

する。 

 

取組③：企業健康診断への発展的な見直し等 

 中小企業経営者の気づきを継続的に促し、M&Aを含む事業承継に向けた具体的な行

動につなげる診断や計画策定支援を行うべく、2021年度及び 2022年度に、事業承

継に係る診断から計画策定までの取組について、ナッジの活用や、企業価値評価ツ

ールとの連携等を検討し、事業承継を含め、日頃から企業価値の維持・向上を意識

した経営を促す「企業健康診断」へ発展的に見直す。その上で、2023年度以降、全

国の事業承継・引継ぎ支援センターや事業承継ネットワーク構成機関における活動

の一助として、新たな取組の実施を慫慂するとともに、事業承継ネットワーク構成

機関毎の情報を集約化し、今後の施策立案等に活用する仕組みを構築する。 
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課題②：中小 M&Aを行う上での制度的課題の存在                   

 中小 M&Aにおいては、M&Aの実施プロセスでの障害となる制度的課題が存在する。

障害を解消するための実務上の工夫も講じられているが、障害の程度によっては

M&Aの実行の是非についての判断そのものを左右する場合もある。 

 例えば、株主名簿に記載はあるが連絡の取れない株主（以下「所在不明株主」とい

う。）が存在する場合にその保有株式の買取り等を行うためには、現行の会社法上

の手続（会社法第 197条及び第 198条）では、所在不明株主に対して行う通知等が

5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して 5年間剰余金の配当を受

領しないことを要するため当該手続の利用が事実上困難なケースがある。このよう

に所在不明株主に関する問題が残ったままの場合、実務では例えば表明保証や特別

補償等によりそのリスクを当事者間において分担するか、事業譲渡等により別人格

による事業継続を図ることでリスクを遮断するといった対応策がとられてきてい

る。しかしながら、これらの対応策をとっても、所在不明株主が存在することに伴

うリスクを完全には払拭できなかったり、当事者が株式譲渡による承継を希望する

場合にその希望を満たせなかったりするなど、所在不明株主の存在が M&Aの実施に

影響を及ぼし、更には M&Aを断念させる場合もある。 

＜図表＞所在不明株主の取扱いに係る M&A支援機関における経験 

 

 

 また、事業譲渡等により譲渡側とは別人格である譲受側において事業継続が図られ

る場合、事業の運営に必要な許認可等は、原則として個別の根拠法の定めがない限

り、譲受側に承継されることがない。このために当該許認可等が承継されない場合

には、譲受側で新しく当該許認可等を受けるまでに時間を要することがあり、営業

できない期間が長期化するときには当該事業譲渡等も断念せざるを得ないケースが

ある。このように許認可等の非承継に関する問題が残ったままの場合、実務では例

えば新しく設立した会社において必要な許認可等を先行して取得した上で事業譲渡

等を実行して即日から営業できるようにするといった対応策がとられてきている。

しかしながら、これらの対応策はあくまで次善の策であり、この問題に正面から取

り組むものではなく、また許認可等によっては全く新しく設立された会社のままで

は人的・物的体制等に係る要件を満たせず、許認可等を先行して取得できないケー

スもあるため、M&Aの実施に影響があるケースがあり、更に M&Aが断念されること

もある。 
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＜図表＞許認可等の非承継に係る M&A支援機関における経験 

 
 

 加えて、後継者候補はいるが承継を拒否されているケースの多くでは、経営者保証

が承継拒否の理由であり、経営者保証により後継者が将来的に多額の債務を負う可

能性があることも、後継者確保のネックの一つである。このため、「事業承継時の経

営者保証解除に向けた総合的な対策」を公表し、政府関係機関が関わる融資の無保

証化拡大や承継時の二重保証の原則禁止、一定の要件下で経営者保証を不要とする

信用保証制度の創設、新規融資に占める無保証融資等の実績公表など、承継時に後

継者の経営者保証を可能な限り解除していくための各種対策を進めている。2021年

4 月に運用を開始した新しい信用保証制度の利用についても、感染症の影響下にあ

っても相応に進捗していると考えられる。 

＜図表＞経営者保証解除に向けた総合的な対策の進捗状況 

 

 

 一方、2013年に公表された「経営者保証ガイドライン」の中小企業における認知

度は依然 6割程度にとどまるほか、事業承継・引継ぎ支援センターで事業承継時の

経営者保証解除に向けた専門的支援を行う経営者保証コーディネーターの認知度

も、中小企業や金融機関等において必ずしも高くない。中小企業や金融機関等にお

ける「経営者保証ガイドライン」や「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的

な対策」の認知度を高め、一定の要件を満たせば経営者保証解除が可能であること

や、経営者保証解除の進め方について理解深化を図ることが必要。 
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＜対応の方向性＞ 

取組①：所在不明株主の株式の買取り等に要する期間の短縮（会社法の特例の創設） 

 現行の会社法上の手続（会社法第 197条及び第 198条）では、所在不明株主に対し

て行う通知等が 5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して 5年間剰

余金の配当を受領しないことを要するところ、「中小企業における経営の承継の円

滑化に関する法律」において、経済産業大臣の認定を受けた場合に限り、当該「5

年」という期間を「1年」に短縮する特例を創設する内容の改正法案を第 204回国

会に提出した。 

 

取組②：M&A手法の選択の幅を狭める制度的課題（例：許認可等承継）への対応 

 「中小企業等経営強化法」は事業譲渡等の際に一定の許認可等の承継を認める特例

を設けており、「中小企業等経営強化法施行令」において当該特例の対象となる許

認可等が指定されている。この対象となる許認可等の拡充等について、許認可等の

所管省庁と協議を行うなど、引き続き検討を行う。また、2021年度中に、中小 M&A

における許認可等の承継の取扱いについて情報を整理し、周知広報を行う。 

 なお、これまでに言及した課題のほかにも、例えば、以下のような制度的課題が指

摘されている。これらの課題についても、関係者の権利や規制の目的・趣旨等が絡

むものであり、中小 M&Aの円滑化という政策目的だけを優先することはできない点

には留意が必要であるものの、引き続き実務での対応等を注視し、対応の是非を含

めて必要な検討を行う。 

＜図表＞中小 M&Aにおいて指摘されているその他の制度的課題例 

 株券発行会社における株式譲渡時の株券不交付の取扱い 

・ 平成 17年会社法制定前の旧商法下では、株券発行会社が原則とされ、現

在も社歴の長い会社を中心に相当数の株券発行会社が存在。株券発行会

社では、原則として株券不交付の場合は株式譲渡が有効とならない。 

・ 一方、株券不交付のため過去の株式譲渡が有効でないケースは多数あ

り、特に第三者への M&Aの障害となるケースも見られる。 

 名義株主の取扱い 

・ 平成 2年商法改正前は、株式会社設立に 7人以上の発起人が必要で、実

質的には出資に係る経済的負担をしない者が名義を貸す形で発起人とな

るケースが存在した。 

・ その際に名義を貸した者と、経済的負担をした者との間で、株主たる地

位に関する紛争が発生し、事業承継の障害となるケースも見られる。 

 

取組③：経営者保証解除に関する制度・事業の周知広報、事業承継支援との連携強化 

 中小企業等に対する経営者保証ガイドラインや経営者保証コーディネーターの支援

内容等の周知・浸透に向けて、マスメディア等を通じた広報だけでなく、ターゲッ

トを絞ったダイレクトメールの発送とその後の継続的なアプローチを行うととも

に、政府系及び民間の金融機関の経営者保証徴求に関するデータ等も活用しつつ、

経営者保証解除に前向きな取組事例の収集と横展開、融資現場への個別説明会等に

積極的に取り組む。 
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 事業承継診断等の際に経営者保証解除に関する項目を追加することで、経営者に承

継時の経営者保証解除という選択肢があることへの気付きを与えるとともに、経営

者保証コーディネーターによる円滑な支援を実施するべく、事業承継・引継ぎ支援

センターと経営者保証に関するニーズを有する取引先を抱える外部支援機関等との

連携を強化する。 

 2021年度中に、事業承継・引継ぎ支援センター内において、事業承継支援と一体化

した経営者保証解除支援を実施するため、情報共有に係る業務フローや事業承継計

画を見直す。 

 

 

課題③：中小企業における M&A 支援機関に対する信頼感醸成の必要性          

 2020年 3月に「中小 M&Aガイドライン」を策定し、M&Aの基本的な事項や手数料の

目安を示すとともに、M&A業者等に対して適切な M&Aのための行動指針を提示し

た。さらに、事業承継・引継ぎ支援センター等への遵守を義務づけるとともに、ハ

ンドブックの作成・配布やセミナー等を通じた普及・広報を進めている。 

 この結果、中小 M&Aガイドラインは M&A支援機関において一定程度浸透している。

また、中小 M&Aガイドラインで規定している、①利益相反のリスクの最小化（仲介

が利益相反となり得る旨の明記、不利益情報の開示の徹底等）、②セカンドオピニ

オンの推奨、③テール条項（契約期間終了後も手数料を取得する契約）の限定的な

運用等の取組も一定程度浸透していることがうかがえる。 

＜図表＞中小 M&Aガイドラインの浸透状況 
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 一方、中小 M&Aの急拡大に伴って M＆A支援機関の数が年々増加する中、十分な知

見・ノウハウ等を有しない M&A支援機関の参入も懸念されつつあり、①M&Aに関す

る知見に乏しい中小企業が適切な支援のあり方を判断できない、②支援機関による

支援に伴うトラブルに関する情報を行政が把握する仕組みがないといった問題が指

摘され始めている。また、仲介に関する利益相反の懸念も指摘されている。 

＜図表＞仲介契約と FA契約（比較） 

 
 

 こうした中、一部の M&A支援機関では、利益相反懸念の払拭や人材育成等に関する

取り組みが行われている。また、更に何らかの仕組みの導入を求める支援機関も少

なくない。ただし、仕組みの導入に当たっては、①取引当事者である中小企業のニ

ーズ、②生じている問題の程度、③問題を回避する取組の状況等を勘案した上で、

民間の自律的な活動を必要以上に阻害しないよう慎重な検討が必要である。 

 なお、米国では、M&A仲介は禁止されていないが、M&Aを含む株式取引の「助言・

仲介事業者（broker）」又は「取引事業者（dealer）」になろうとする者は、①SEC

（証券取引委員会）に登録し、②FINRA（金融業自主規制機構）に加入しなければ

ならないこととされている。ただし、その例外として、株式未公開企業の支配権の

譲渡取引を成立させる brokerについては、一定の条件を満たす場合には、SECへ登

録をしないことも許容される場合がある。 

 

＜対応の方向性＞ 

取組①：M&A支援機関に係る登録制度等の創設 

 2021 年度中に、事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）において、M&A 支援機

関の登録制度を創設し、M&A 支援機関の活用に係る費用の補助については、予め登

録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすることとする。また、

登録した M&A 支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供

を受け付ける窓口も創設する。 

 

 

 



 

37 

 

 M&A支援機関に係る登録制度については、中小 M&Aガイドラインの遵守を宣言する

ことなどを要件とし、登録した M&A支援機関に毎年度の中小 M&Aの成約実績等の報

告を義務づけることも検討する。その上で、M&A支援機関に係る登録制度の運用を

速やかに開始し、M&A支援機関による支援を継続的に把握しつつ、不適切な事例へ

の対応が必要と判断される場合には、更なる制度的な仕組みの強化を検討する。 

 

取組②：M&A仲介等に係る自主規制団体の設立 

 M&A支援機関、特に利益相反が懸念されている仲介業者において、中小 M&A仲介の

公正・円滑な取引を促し、もって中小 M&A仲介の健全な発展と中小企業の保護を図

ることを目的に、中小 M&Aの仲介業を営む者等を会員とする自主規制団体を 2021

年度中に設立する。そして、団体設立後は、①中小 M&Aガイドラインを含む適正な

取引ルールの徹底、②M&A支援人材の育成のサポート、③仲介に係る苦情相談窓口

等の活動を行い、中小企業が安心して支援を受けられる環境の整備に努める。 

 

取組③：中小 M&Aガイドラインの普及啓発 

 中小 M&Aガイドラインについて、M&A支援機関への浸透を図るため、事業承継・引

継ぎ支援センター及び当該センターの登録民間支援機関に対して中小 M&Aガイドラ

インの遵守を義務づけるなど、引き続き周知・徹底を行う。また、中小企業に M&A

に関する基本的な理解を促すため、引き続きセミナー等を通じた普及・広報を行

う。 

 

 

（５）事業再生・転廃業支援との連携                        

 事業再生や転廃業は、M&Aに関連する周辺分野の取組として整理することもでき

る。つまり、現経営者のもとでの自主再建が難しい場合には、第三者であるスポン

サーに事業譲渡・会社分割等を行うことで事業再生を目指す方法がとられることが

あるが、これはまさしく M&Aの一類型と整理することができる。したがって、中小

M&Aに関する支援に当たっては、事業再生支援との連携強化を進めることも重要で

ある【⇒課題①：事業再生支援との連携強化の余地】。 

 また、後継者不在の中小企業は、仮に黒字経営であったとしても、将来的には廃業

等を選択せざるを得ないところ、こうした事態を M&Aによって回避できる可能性も

ある一方で、譲受側が見つからないなど M&Aを実施できない場合には廃業等に移行

せざるを得ない。したがって、中小 M&Aに関する支援に当たっては、転廃業支援と

の連携強化を進めることも重要である【⇒課題②：転廃業支援との連携強化の余

地】。 
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課題①：事業再生支援との連携強化の余地                      

 事業承継・引継ぎ支援センターと中小企業再生支援協議会が必要に応じて連携し、

利用者の同意のもと、相互に案件の取次ぎを行っている。特に、中小企業再生支援

協議会の債権放棄案件ではスポンサー型が大多数を占めるようになるに伴って、両

機関間での取次ぎ件数も徐々に増加している。 

＜図表＞中小企業再生支援協議会の取組状況 

 
 

 足下では、感染症への各種の支援策の効果もあり、倒産件数は低位に抑えられてい

るが、今後の倒産の増加を懸念する意見もあることを踏まえれば、事業再生支援に

も漏れなく必要な対応をして行くことが重要である。 

 

＜対応の方向性＞ 

取組①：事業承継・引継ぎ支援センターと中小企業再生支援協議会の連携強化 

 事業承継・引継ぎ支援センターと中小企業再生支援協議会の連携に関する効果的な

取組を共有するなど、引き続き事業承継・引継ぎ支援センターと中小企業再生支援

協議会の連携強化に取り組む。 

 

取組②：事業再生局面における経営資源集約化に資する税制による支援 

 令和 3年度税制改正において経営資源集約化に資する税制を措置することとなった

ところ、本税制はスポンサー型事業再生でも活用できるものであり、事業再生の場

面においても、M&Aの効果を高める設備投資減税、雇用確保を促す税制、準備金の

積立の活用を促すべく、周知広報等を行う。 

 

 

課題②：転廃業支援との連携強化の余地                       

 中小企業が M&Aを希望しても、譲受側とのマッチングが奏功しない場合等には転廃

業の検討を余儀なくされることがある。その際、可能な限り雇用や取引関係等の経

営資源を他者に引き継ぐことが、その散逸を防ぐという観点から重要である。 
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 経営資源の引継ぎは廃業決断時の売上高や営業利益、資産状況が良好な場合に、よ

り高い割合で実施できている一方、休廃業・解散した企業は、純利益が減少や横ば

いを続けた後に事業を停止する傾向にある。このことを踏まえると、経営資源の散

逸を防ぐためには、事業の価値が棄損する前の、より早いタイミングで経営資源の

引継ぎを決断することが重要であると考えられる。 

＜図表＞休廃業・解散企業の純利益（中央値）の推移 

／廃業決断時の経営状況別経営資源の引継ぎを実施した割合 

 
 

 また、廃業時の相談先は現状では家族や親族が大半を占め、外部の専門機関・専門

家への相談は比較的少なく、経営者は他者への相談を躊躇する傾向にあると考えら

れる。このため、経営資源の引継ぎや転廃業のタイミングに関して専門的な視点か

らの検討がされていない可能性が高いものと考えられる。 

＜図表＞廃業した経営者が廃業に向けて相談した相手 
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 こうした中、事業承継・引継ぎ支援センターでは、2020年 4月より、廃業の選択肢

しかないと考えている相談者に対して、M＆Aや経営資源引継ぎの可能性を探る相談

対応を開始している。具体的には、各事業承継・引継ぎ支援センターに蓄積された

ノウハウに基づき、初期相談（一次対応等）以後のプロセスにおいて、M&Aの助言

に留まらず、M&Aが困難と見込まれる場合には、経営資源引き継ぎの助言や、転廃

業についての相談を行っている。 

 しかしながら、この転廃業・経営資源引継ぎに関する成約件数は 2020年 4月から

2021年 1月までの合計で 98件と、事業承継・引継ぎ支援センターの成約件数全体

とは大きな差があり、取組の認知度がまだ低いものと考えられる。 

 また、やむを得ず転廃業を選択する場合においても、登記や人的資源の引継ぎなど

の局面において専門家の支援が必要となるケースがあり、各地域において円滑な支

援を実施するためには、専門家との連携をより一層深める必要がある。転廃業にお

いては、事業再生の可能性があるかどうかを専門的な知見で見極めた上で、経営者

保証ガイドラインに基づく整理が必要となることもあるため、中小企業再生支援協

議会が行う再チャレンジ支援等との連携を深めていくことも必要である。 

 

＜対応の方向性＞ 

取組①：事業承継・引継ぎ支援センターにおける M&A、経営資源引継ぎ支援から、やむを

得ず転廃業する場合の相談、専門家の紹介までの切れ目ない支援、士業等専門

家等との連携強化 

 やむなく転廃業せざるを得ない場合においても経営資源引継ぎ支援へと切れ目なく

円滑につなぐことができるよう、特に資産超過で円滑な廃業や清算が可能なケース

を念頭に、2021年度中に、事業承継・引継ぎ支援センターと弁護士会の連携強化に

向けて、地域の実情に応じて弁護士の紹介やお互いの人材育成等を行う組織的な取

組を開始する。その上で、継続的に当該取組の内容・効果の確認・検証等を行いつ

つ、2025年度までを目途に、当該取組を希望する地域で段階的に導入を進め、全国

規模での当該連携強化を目指す。 

 また、転廃業を行う中小企業の中には、債務超過の状況にある中小企業も一定数存

在する。その場合、現状ではそのほとんどが破産等の法的整理になるが、そのよう

な中小企業であっても、私的整理による事業再生・廃業を実現し、地域経済への影

響を最小限にするために、中小企業再生支援協議会との連携を行う。具体的には

2021年度中に、事業承継・引継ぎ支援センターによる廃業相談の対応時に、相談者

の了解のもと、中小企業再生支援協議会の協力を得ながら、事業再生の可能性の見

極め、私的整理による事業再生や廃業の相談を円滑に進められる体制を整備する。 

 事業承継・引継ぎ支援センターにおいて、相談の過程で転廃業に関する具体的な助

言や支援が必要と判断した場合には、相談者の経営状況等に応じて、よろず支援拠

点や中小企業再生支援協議会、商工会議所・都道府県商工会連合会の経営安定特別

相談室、税理士をはじめとする士業等専門家を紹介するなどの対応を行っていると

ころ、今後も中小 M&Aの実務の状況等を把握しつつ、中小企業にとっての利便性の

向上を図るべく、継続して支援を行う。 
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取組②：事業承継・引継ぎ補助金による支援（廃業費用補助等） 

 事業承継・引継ぎ補助金において、M&Aを含む事業承継に伴う一部事業の廃業に係る

費用を補助しているところ、今後も中小 M&A の実務の状況等を把握しつつ、中小企

業にとっての利便性の向上を図るべく、継続して支援を行う。 
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４．中小 M&A推進計画のフォローアップ 

 

 本計画の策定に当たっては、当事者である中小企業の意見を代表する中小企業団体

や、中小 M&A 支援に携わる様々な M&A 支援機関からの情報提供や意見等を伺いなが

ら検討を進めたものであり、現時点の最新の知見を踏まえて求められる官民の取組

を取りまとめたものである。 

 本計画に盛り込まれた取組については、中小企業及び中小 M&A を巡る状況の変化等

も踏まえつつ、官民で着実に実現に向けて取り組むことが重要であり、そのため、本

計画については、取組の実施状況を年 1 回程度、定期的にフォローアップすること

とする。 

 また、中小 M&A は近年急速に拡大している分野であり、今後の中小 M&A の発展に伴

って新たな課題が顕在化することも想定される。したがって、本計画のフォローアッ

プに当たっては、新たな課題についても把握に努め、その対応を検討し、必要に応じ

て計画の修正を含めて改訂も行うこととする。 
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（参考）中小企業の経営資源集約化等に関する検討会 

 

＜開催実績＞ 

 

第 1回 2020年 11月 11日 

・ 検討会設置の趣旨、自由討議 

 

第 2回 2020年 12月 22日 

・ 新たな税制及び予算措置 

・ 中小 M&Aの類型と検討の視点 

・ 小規模・超小規模 M&Aにおける対応 

 

第 3回 2021年 1月 25日 

・ 中小 M&Aにおける制度的な課題 

・ 中小 M&Aに係る支援機関の取組 

・ 規模に応じた中小 M&Aの推進 

 

第 4回 2021年 2月 24日 

・ 大規模・中規模 M&Aにおける対応等 

 

第 5回 2021年 3月 15日 

・ 取りまとめ骨子（案） 

 

第 6回 2021年 4月 28日 

・ 取りまとめ（案） 
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